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Ⅱ．企業の公的負担

１．企業課税の概要

1 法人税

法人税 国税 あ 地方税 法人関連 税や 業免許税 い 法人税 業

伴う 得 対 課 ン国税庁”Taxes in Sweden 2011”

2009 申告ベ 企業 総利益 3,560 億 対 870億 法人

税収 あ ン 約 3％ 企業 利益 78％ い 構造 あ

法人税率 2008 税率 課税 得 28％ あ 2009 1 26.3%

変更 2013 22.0％ 減 税率 関 企業規

模や企業 種類 例外規定 い

ス デンにおける法人税制上の特徴

ン 法人税 以 う 特徴 あ

○ 業用資産 売 タ ン 課税

○非 場株 売 タ ン 対 課税 一定基準30 場株

売 益 対 非課税 あ

○社会保 関 費用 法定 用主 担分 得 除

○ ン あ 支店 ン企業 税法 適用

○株式 90％以 保 い 企業間 利益 移転 い 31

○株式 評価 い 先入 先出 法 First in First out: FIFO法 得価額

97％ 評価

○支払利息 融資 公 条件 行わ い 全額 除

○ プ企業内 配当金 非課税 い

○ 間 減価償 額 い 機械 設備 無形資産 適用

残 価額 30％定率法 得価額 20％定額法 あ 加 度償

場合 あ 経済的耐用 数 3 以内 あ い 得価額 300米 未

満 少額資産 い 時償 能 建物 い 用途 間 2～5％

償 い 芸術作品 類 資産 償 い

○企業 償 方法 自由 変更

○企業 損失 無期限 繰 越

○過 資本規制 在 い

法人税 税収額 移 い 本報告書 P14 示 あ

30 持 株 議決権 10％以 以 保 い 条件 あ
31 連結納税制度 代替 組 入 い
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法人税制上の優遇措置

ン 法人税 限 税制 優遇措置 少 い 法人税

優遇措置 税配分準備金 3.12 条項 現在検討 い

研究開 税制

ａ. 税配分準備金 periodiseringsfond; tax allocation fund

ン 損失 繰 戻 組 い 税配分準備金 い

損失 前期 繰 戻 前 収益 相殺 組 あ

税引 前利益 最大 25％ 税配分準備金 積 立 翌期以降 損失 生

場合 相殺 税配分準備金 充 利益 6 以内 得

転換 税配分準備金 期首残高総額 一定割合 相当

利子 得32 対 課税

b. 3.12条項

非 場会社 closely held companies 株式保 者 い 資本 得 給 得 選

択 いわゆ 得税法 3.12条項 あ

常 い 3.12条項 非 場企業 株式 者 利 働く背景 給

得 限界税率 57％ あ 対 資本 得 税率 一 30％33 い あ

元的 得税

3.12条項 縮 起業家支援 逆行 いう観 あ 社会的 義 面

縮 必要 立場 あ 務省 本来的 給 得 資本 得

あ 中立 税制 あ あ 考え い 中 企業支援 対 政治的要

請 あ 改 至 い い

以 3.12条項 適用 場合 程度税率 利 例 挙 説明

1 例え 2012 税率 基 業主 勤労 得 給料 支払う前 法人利益
100 万 あ 勤労 得 600,000 401,100 以

部分 対 高 得者 対象 国税 得税 課税 574,300

以 部分 い 国税 加算税 課 業主 税引
勤労 得 実質収入 以

勤労 得 業主 自由 決定出来 600,000

社会保険料 業者 担 31.42% × 600,000 - 188,520

得税 32% 地方税 600,000×32% -192,000

国税 600,000-401,100 ×20% - 39,780

国税 600,000-574,300 ×5% - 1,285

業主 勤労 得 実質収入 178,415

32 利子 得 前 11 30日時 政府貸付金利 72 ン 累積税配分準備金 期首

残高 掛 算出
33 ン企業連盟 資本 得税率 30％ 国 的 見 高い水準 あ 指摘 あ
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企業 人件費 業主勤労 得 600,000 188,520 788,520 あ
一方 業主本人 勤労 得 手元 178,415 残
法人課税対象利益 人件費支払前利益 人件費総額 差 引い い

法人利益 1,000,000

人件費 - 788,520

人件費支払 法人利益 211,480

2012 法人税率 26.3% 乗 法人税額 211,480×26.3%=55,619

法人税支払 利益 211,480-55,619=155,861 全額配当金 回 業主 資本 得
税 税率 30% 支払う義務 生

業主 課税 資本 得税 30%×155,861=46,758

業主 税 担総額 社会保険料 業主 担 勤労 得税 法人税 資本 得税
担総額 188,520+192,000+39,780+1,285+55,619+46,758=523,462

業主 ネ 見 税 担率 約 52.3% あ
業主 1,000,000-523,462=476,538

2 税 担 軽減 意 的 勤労 得 く 200,000

勤労 得 200,000

社会保険料 業者 担 31.42%×200,000 - 62,840

得税 32% 地方税 - 74,072

国税 0 401,100以
業主 勤労 得 実質収入 63,088

企業 人件費 200,000+62,840=262,840

法人利益 利益 人件費 税込 差 引 い
法人利益 1,000,000

人件費 - 262,840

人件費支払 法人利益 737,160

法人税 率 26.3% 乗 法人税納額 737,160×26,3%=193,873

法人税支払 利益 全 配当金 回 業主 737,160-193,873=543,287 配当金
入 資本 得税 30% 課税 資本 得税 30%×543,287=162,986

業主 税 担総額 社会保険料 業主 担 勤労 得税 法人税 資本 得税
担総額 62,840+74,072+193,873+162,986=493,771

業主 ネ 見 税 担率 約 49.4% 1 場合
税 担率 い

業主 1,000,000-493,771=506,229

得税法 3.12 条項 勤労 得 高額 場合 国税 加わ 累進課税
少 く 利益 出来 配当金 回 税率 い資本 得課税 適用

税 担 軽減 3.12 条項 乱用 防 い
通常 業主 勤労 得 給料 支払う前 法人利益 100 万 以
多い 税 担 格差 更 大 く

本条項 適用 程度 常 政治的 い
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c. 研究開 税制

現在 ン 研究開 投資費用 得税法第 16 章 9 条 特別規定

得 除 い 日本や米国等 OECD 諸国 一般的

い 税額 除 い わ い 得 除 運用自体 以前

制限的 あ う 背景 あ 本調査 現地 ンタ

調査 企業 研究開 費用 得 除 堅持 強く求 い 務省自身

研究開 費用 得 除 堅持 明言 い 得税法第 16 章 9 条 特別

規定 示 現行 研究開 費用 得 除制度 内容 次 あ

主 業活動や 業運営 要 あ い 要 考え 研究開 支出

得 除

研究開 関 情報収 要 費用 含

間 減価償 除 資産 調 費用 い 条件

い 規定 適用

ン統計局 研究開 費 い OECD 定義 整合

費用 挙 い わ 研究開 活動 科学的知識や 用い 新

素材 製品 プ サ 既 対 大

改善 生 出 活動 あ 研究開 費 以 3

プ 分

新素材や研究部門 従 タ 給 報酬等 関 直接支出

研究開 活動 運営 間接的支出

研究開 活動 用い 固定資産 純償 額

現状 該当 費用 い 企業 得 除 能 い 34

研究開 外部性 externality 在 何 研究開 刺激

策 無 企業 研究開 投資 過少 う 能性 あ 政府

任命 6 学識者等 構 法人税制委員会 Corporate Taxation

Committee 2012 9 以 内容 含 新 研究開 税制 入

盛 込 中間報告書35 務大臣 対 提出

研究開 従 用者 法定社会保険料 業主 担分 10％軽減

一 ン ン あ 限額 23万

34 実 運用 解釈 幅 あ
35 http://regeringen.se/sb/d/15680/a/200173
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軽減額 金保険料 業主 担分 回 い

26歳以 研究開 従業員 適用 い36

2014 1 1日 施行

本研究開 税制 適用 活動 範

新知識 獲得 研究

サ 新製品 生産プ 開 大幅 寄 活動

業目的 う営利活動 あ 企業活動 核心的 あ

経営 務管理 ITサ 支援機能 研究開 見 い

的 保守サ 企業 一般的 活動 研究開 い

対象 研究開 従業員 範

対象 研究員 少 く 3/4 研究開 活動 あ 勤労時間 1 時間

最 15分 研究活動 従 い

法人税制委員会 社会保険料 業主 担 軽減 選択 理由 企業 赤 黒

関 く 全 企業 社会保険料 業主 担 出 い あ

法人税制委員会 本税制 利用 約 2,500 社 歳入減 測 間

7 億 9,000 万 あ 試算 い 源 税配分準備金 見

利子 得計算 計算 い 利子率37 政府貸付金利 72％ 100％ 改

調 い

務省 中間報告書 提言内容 検討 進 い

法人税制の今後の動向

2013 法人税率 22％ 引 務省 ンタ 調査

今 EU ン 従い EU 内 均 若 回 ベ 設定 い い

あ

務省 1991 税制改革以降 税制改革 方針 課税ベ 大 税率

いう あ 課税 公 性 確保 目指 い 今回 法人税率 減 源

支払利子 除 削減 対応 定 あ

現地 ンタ 調査 方針 い ン企業連盟 賛意

示 い

36 26歳以 若 用 進 別途 国庫 担 社会保険料 業主 分 半額 金

保険料以外 4分 1 担 減額 制度 入 い 考え
37 本報告書 P68 a. 税配分準備金 項 参照
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2 固定資産税

固定資産 関 税 い 国 徴収 固定資産税 property tax 地方

徴収 資産使用料 property charge
38 あ

固定資産税 宅以外 資産 課 税率 資産 種類 異

商業用 動産 場合 評価額 1.0％ 工業用 動産 評価額 0.5％ あ 以外

電施設 対 固定資産税 課 ン 主力 あ 水力 電施

設 2.2％ 税率 新 再生 能 ネ あ 風力 電施設 0.2％ 税率 適

用 い

評価額 市場価額 75％ あ 2009 評価額 税収入額 以 通 あ

図表 固定資産税関連の評価額、税収額

資料 Swedish Tax Agency, ‘Taxes in Sweden 2011’

38 資産使用料 規模 宅 課 額 指標 応 毎 決定 地方 資産使

用料 2008 宅 対 固定資産税 廃 伴 移譲 入

資産使用料 評価額 0.75% 超え い 定 い
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3 付加価値税

付加価値税 商品やサ 課 税率 25% 12％ 6％

3 種類 あ 12％ 税率 課 食品やホ 料金 ンプ料金 交通

機関 新聞 書籍 雑 商業 ベン や文化 ベン 入場料

料金 6％ 税率 適用 付加価値税 課 い 療 歯科 含

社会サ 特定タ プ 教育 銀行 金融サ 保険サ 等 あ

燃料 ネ 等 付加価値税以外 物品税等

課

税収額 移 い 本報告書 P14 示 あ

税率 適用品目

25％ 一般 商品 サ

12％ 食品やホ 料金 ンプ料金

6％ 交通機関 新聞 書籍 雑 商業 ベン や文化 ベン 入

場料 料金

0％ (免税) 療 歯科 含 社会サ 特定タ プ 教育 銀行 金融サ

保険サ 等

図表 付加価値税収

資料 Swedish Tax Agency, ‘Taxes in Sweden 2011’

中 企業 あ 売 高 一定以 あ 付加価値税 免税 在 い

益税 在 い

間 課税標準額 4,000 万 以 企業 い 付加価値税 申

告時期 い 毎 く 3ヶ 延 39

ン国税庁 中 企業 優遇 税制 い

あ

39 4,000万 超 企業 毎 申告 い
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4 ネルギ 関連税

課税の背景 目的

直接税減税 間接税強化 いう税制改革 一環 入

炭素税 温暖化対策 目的 入 い

電力消費税 電力消費 抑制 目的 入

課税対象と税率

ネ 関連税 ネ 税 環境税 含 概念 あ

ネ 税 燃料 課税 一般 ネ 税 電力 課税 電力

消費税 分 環境税 炭素税 硫黄税 あ

炭素税 1991 入 一般 ネ 税 税率 50％引

炭素税 徐々 税率 引 いく一方 一般 ネ 税 引

炭素税 一般 ネ 税 代替 い

タ 駆動 暖 以外 燃料使用 電車 消費 航空機 消費 電力生産

使用 冶金過程 使用 ネ 関連税 免税措置 あ

ネ 関連税 課税対象 税率等 以 通 あ

図表 ネルギ 関連税 燃料課税

エネ ギ 税

単位
一般エネ
ギ 税

炭素税 硫黄税 合計税率

燃料
暖房用燃料( <0.05％ sulphur) SEK/m3 797 3,017 － 3,814

重油( <0.4％ sulphur) SEK/m3 797 3,017 108 3,922

石炭(0.5％ sulphur) SEK/t 605 2,625 150 3,380

LPG SEK/t 1,024 3,174 － 4,198

天然ガス SEK/1000m3 880 2,259 － 3,139

オイ SEK/m3 3,814 － － 3,814

ピ 水分量45％ (0.3% sulphur) SEK/t － － 50 50

交通用燃料
無鉛ガソ ン environmental class 1 SEK/l 3.06 2.44 － 5.50

軽油 environmental class 1 SEK/l 1.52 3.02 － 4.54

天然ガス メタンガス SEK/m3 － 1.58 － 1.58

環境税

注 ：環境 無鉛 ン 2002 11 15 日 1991

適用 い 環境 荷 分類方法 あ ン国内 売 ン 全

98% 環境 荷 い 1 属 い

注 ： ネ 関連税以外 付加価値税 25％課税

出 ：Energy in Sweden 2011
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図表 ネルギ 関連税 電力消費税

エネ ギ 税
単位 電力消費税 炭素税 硫黄税 合計税率

スエ ン北部地域 öre/kWh 18.7 － － 18.7

他の地域 öre/kWh 28.3 － － 28.3

生産用消費 öre/kWh 0.5 － － 0.5

環境税

注 ： 幣単 100öre=1SEK あ

注 ： ネ 関連税以外 付加価値税 25％課税

出 ：Energy in Sweden 2011

税の納付者 納税義務者

一般 ネ 税及 環境税 納税義務者 燃料 製造業者 加工業者 燃料在庫

保管業者 タン 売業者 あ タン 使用 意

民間 保税倉庫 承 い 域 利用 い 入業者 納税義務

い 業者 EU加盟国 燃料 得 輸送 業者 対象

い

電力消費税 納税義務者 営利目的 電業者 自 電 又 者 電

課税対象 電力 営利的 供給 業者 売 消費 者 あ

税収の推移

ネ 関連税 一般 源 組 入 得税減税 減収分等 活用

い 税収 移 以 あ

図表 ネルギ 関連税の税収推移

単 ：百万 SEK

2007 2008 2009 2010* 2011*

一般エネ ギ 税 19,457 19,590 20,224 20,146 20,414

炭素税 25,127 25,770 26,084 27,334 25,369

硫黄税 56 58 39 48 28

電力消費税 19,812 19,732 20,720 21,061 20,227

合計 64,452 65,150 67,067 68,589 66,038

注： 確定値 い

資料 ン統計局,” Total environmental taxes in Sweden 1993-2010”
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5 原子炉の熱出力に対する ネルギ 税

課税の背景 目的

歳入 確保 目的 1984 入

課税対象と税率

課税対象 原子炉 あ 課税標準 許 最大熱出力 い

税率 許 最大熱出力 1MW当 5,514SEK/ い

原子炉 90日以 稼動停 場合 90日 超過 日数分 熱

出力 1MW毎 181SEK/ 減税 行わ

税の納付者 納税義務者

納税義務者 原子炉 保持 稼動 許 持 者 い

税収の推移

税収 一般 源 利用 い 税収 移 以 あ

図表 原子炉の熱出力に対する ネルギ 税

単 ：百万 SEK

2007 2008 2009 2010* 2011*

原子力発電税 3,238 3,976 3,395 3,997 3,852

注:* 確定値 い

資料 ン統計局,” Total environmental taxes in Sweden 1993-2010”
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6 自動車税

課税の背景 目的

自動車税 1922 路 維持管理費 確保 入

自動車 購入 対 1950 代 特別売 税 入 1996 以降段階

的 廃 購入時 課税 付加価値税 い

ン 1998 EU 加盟 EU 税制 合わ 大型車 路使用税

課税 始 い

課税対象と税率

2011 時 自動車税 対象車両 乗用車 450 万 大型車両 56.7 万

98.9万 い

納税義務者

録 自動車 者

税収の推移

税収 移 以 あ

図表 自動車税収の推移

単 ：百万 SEK

2007 2008 2009 2010* 2011*

自動車税 10,349 11,308 11,524 11,875 11,229

注： 確定値 い

資料 ン統計局,” Total environmental taxes in Sweden 1993-2010”
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7 混雑税

課税の背景 目的

ホ 都心部 交通渋滞 緩和 目的 「007 入

課税対象と税率

混雑税 日 ホ 中心部 設置 18 箇 （ぞそ図ちぞせ Pぞじそ図 通

過 課金

出 ：Swedish Transport Agency HP

時間 別 税率 以 通 あ 日当 税額 60即＊K 限

緊急車両 免税車両 設定 い 「00重 ン 対

免税 実施 い

時間帯 税率
06.30–06.59 SEK 10

07.00–07.29 SEK 15

07.30–08.29 SEK 20

08.30–08.59 SEK 15

09.00–15.29 SEK 10

15.30–15.59 SEK 15

16.00–17.29 SEK 20

17.30–17.59 SEK 15

18.00–18.29 SEK 10

18.30–06.29 SEK 0

出 ：Swedish Transport Agency HP
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税の納付者 納税義務者

ン 自動車 録 い 自動車 者 納税義務者

税収の推移

税収 移 以 あ

図表 混雑税収の推移

単 ：百万 SEK

2007 2008 2009 2010* 2011*

混雑税 345 687 785 799 801

注： 確定値 い

資料 ン統計局,” Total environmental taxes in Sweden 1993-2010”
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8 税制優遇措置の評価

主 Nordic working group (2010), Tax Expenditure in the Nordic

Countries OECD 2010 Tax Expenditures in OECD Countries 総務省 2011

租税特別措置等 政策評価 関 政策効果等 分析手法 関 調査研究 基

い ン 企業課税 含 税制優遇措置 評価 実態 い

諸外国における税制優遇措置の位置づけ

国 租税特別措置 相当 概念 諸外国 い 政策減税措置

税制 特別規定 租税支出 tax expenditures 捉え い

概念 必 統一 い い 例え 得 除 租税支出 捉え 立場 あ

得 除 あ 租税 姿 捉え 租税支出 含 い場合 あ

諸外国 租税支出 言う場合 産業関連分 く 家計関連分 特別措置 多数含

い

租税支出 国 租税特別措置 広い概念 あ 便宜

租税特別措置 租税支出 政策減税 義 扱う 多い

租税支出 税 減免措置 除 特別措置 伴う あ 直接支出

様 効果 持 隠 補助金 捉え 租税支出 直接支出 異

算 外 置 場合 あ 各国 務省等 税制

管機関 租税支出 統制 手段 租税支出 公表 報告 課 い

租税支出の計測方法

実 支出額 伴わ い租税支出 計 大 く分 3 方法 あ い

計算 最 簡便 言う理由 国 歳入損失法 revenue

forgone approach 用い い

方法 基準 税制 benchmark 比較 課税 状態

税収 減 計測 租税支出 金額 計測 方法 あ

場合 課税前 い 納税者 経済行動 変化 い 仮定 例え 税額

除 金額 租税支出 金額 方法 あ 得 除 金額 直面

限界税率 掛 合わ 金額 租税支出 金額 方法 あ

ス デンにおける税制優遇措置の検証

ン 毎 春 国会 提出 政政策案 Spring Fiscal Policy Bill

租税支出額 試算 付属書 添付 算出方法 歳入損失法

算出主体 務省 あ 試算値 秋 作 次 度 算案

Budget Bill 提出時 再計算 再度国会 報告 い
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ン 租税支出 主 a.個人 得税 b.労働 得 関 間接税 社会

保険料 c.付加価値税 d.物品税 4 分 分類 い 40 個人 得税

い 労働 得 資本 得等 得 種類 税率 異 貯蓄や利子 支

払 扱い等 い 統一的 設定 行わ い

ベンチ い 例え 付加価値税 食品や新聞 交通機関 標準税率

25％ 場合 総付加価値税収額 ベンチ 実 税収額 差分

租税支出額 捉え 様 物品税 含 ネ 税 い

ネ 消費 率 課税 場合 ベンチ い 社会保険料

個人 業主 社会保険料 担率 被 用者 担 金保険料 合計 ベンチ

い

ン 2009 115 租税支出 報告 租税支出額 規模 総

額 250 億 程度 あ 試算 総税収額 17％ 占 い う

大 持 家 固定資産税 固定資産使用料 約 20 億 資本

得 租税支出 約 17億 付加価値税 租税支出 約 20億 社会保険料

ネ 税 約 14 億 等 挙 い 5 税41 租税支出全体

34％ 大 占 い

40 法人税 数少 い優遇措置 い 主 租税支出 捉え い い
41 5税 う 企業 担 あ 得 考え 社会保険料 ネ 税 付加価値税 あ


